
（件名）　東北自動車道　思川橋耐震補強工事

質問書№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1
特記仕様書
２５－８ 落橋防止工
２５－８－２ 落橋防止構造

２０２３年１１月２日付け質問書に対する回答９　Ｎｏ．１
において、落橋防止構造　Ｐ１－ａ（ｂ）の作業内容におい
ては、「４）下部工ブラケット背面のチッピング」の作業
と、２５－１５ 鋼製ブラケットの作業内容「３）鋼製ブラ
ケットを設置するコンクリート面のチッピング」と同様な作
業、とご回答されています。チッピングは落橋防止構造、又
は鋼製ブラケットのどちらの単価表に計上するのでしょう
か。ご教示願います。

11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問に
ついて回答いたします。

特記仕様書25-8-2作業内容に記載の「４）下部工ブラケット背面のチッピン
グ」に関する事項については、正しくは特記仕様書25-15-2に含む項目であっ
たため、当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂
正公告をご確認ください。

2
特記仕様書
２５－８ 落橋防止工
２５－８－３ 段差防止構造Ｍ

段差防止構造Ｍ設置工の作業内容には無収縮モルタル打設の
作業がないため、土木積算基準Ｐ．３１－４１の鋼製ブラ
ケット設置工代価表の無収縮モルタルの数量を０と考えてよ
ろしいでしょうか。
また、不陸調整用樹脂パテ材の施工の作業がありますので、
バテ材の数量をご教示願います。

無収縮モルタルについては不要です。
不陸調整用樹脂パテ材の数量については、設計図面より想定される数量を計
上してください。

3
設計図　思川橋
図面番号３４／２５５

図面番号３４／２５５に示している正面図・側面図からする
と、緩衝材の寸法は200×50×1850となっています。しかし、
同じ図面の「１箇所当り（製作数：共５箇所）」の材料表に
「緩衝材250x50x2350」となっており、整合性が取れていませ
ん。どちらの緩衝材の寸法で考えればよろしいでしょうか。
ご教示願います。

11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問に
ついて回答いたします。

図面番号（34/255）に記載の緩衝ゴムの寸法について、材料表に記載の寸法
の誤りであるため、当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細に
ついては訂正公告をご確認ください。

4
設計図　思川橋
図面番号１０３／２５５

図面番号１０３／２５５に示している正面図・側面図からす
ると、緩衝材の寸法は300×50×1550となっています。しか
し、同じ図面の「１箇所当り（製作数：共５箇所）」の材料
表に「緩衝材200x50x2350」となっており、整合性が取れてい
ません。どちらの緩衝材の寸法で考えればよろしいでしょう
か。ご教示願います。

11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問に
ついて回答いたします。

図面番号（103/255）に記載の緩衝ゴムの寸法について、材料表に記載の寸法
の誤りであるため、当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細に
ついては訂正公告をご確認ください。

5
設計図　思川橋
図面番号１３３／２５５

図面番号１３３／２５５に示している正面図・側面図からす
ると、緩衝材の寸法は200×50×1850となっています。しか
し、同じ図面の「１箇所当り（製作数：共５箇所）」の材料
表に「緩衝材200x50x2350」となっており、整合性が取れてい
ません。どちらの緩衝材の寸法で考えればよろしいでしょう
か。ご教示願います。

11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問に
ついて回答いたします。

図面番号（133/255）に記載の緩衝ゴムの寸法について、材料表に記載の寸法
の誤りであるため、当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細に
ついては訂正公告をご確認ください。

質問書に対する回答



（件名）　東北自動車道　思川橋耐震補強工事
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6
設計図　思川橋
　図面番号２００／２５５

図面番号２００／２５５に示している正面図・側面図からす
ると、緩衝材の寸法は300×50×1550となっています。しか
し、同じ図面の「１箇所当り（製作数：共５箇所）」の材料
表に「緩衝材200x50x2350」となっており、整合性が取れてい
ません。どちらの緩衝材の寸法で考えればよろしいでしょう
か。ご教示願います。

11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問に
ついて回答いたします。

図面番号（200/255）に記載の緩衝ゴムの寸法について、材料表に記載の寸法
の誤りであるため、当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細に
ついては訂正公告をご確認ください。

7
割掛対象表参考内訳書
【共通仮設費】
　塗膜成分調査費

塗膜成分調査費には、打合せ協議及び報告書作成が含むと考
えればよろしいでしょうか。ご教示願います。

打合せ協議は含まず、報告書作成は含むものとお考えください。

8
割掛対象表参考内訳書
【共通仮設費】
　剥離剤養生設備工費

塗膜剤養生設備工費についてそれぞれの橋梁について面積が
記載されていますが、主体足場と側面足場の面積の内訳をご
教授ください。

11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問に
ついて回答いたします。

割掛対象表参考内訳書に示す数量について誤りがあったため、当該項目に係
る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認くださ
い。
主体足場と側面足場の内訳はなく、合計された数量で記載しています。
なお、契約数量として指定するものではございませんので、必要な数量を算
出し計上してください。

9
割掛対象表参考内訳書
【共通仮設費】
　　工事用道路費

工事用道路費に思川橋：600m2と記載がありますが、これは不
陸整正または敷鉄板の数量でしょうか。両方の数量でしょう
か。不陸整正の数量となると数量計算書訂正分（140/187）と
は数量が異なります。ご教授ください。
また設置期間7カ月とありますが、特記仕様書25-19-3では思
川橋の工事用道路の設置及び撤去の期間は5カ月（11月～3
月）と記載があります。どちらが正しいのでしょうか。ご教
授ください。

11月13日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問に
ついて回答いたします。

割掛対象表参考内訳書に示す「工事用道路費」について、当該項目に係る交
付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。


